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募集型企画旅行　旅行条件書

この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は

同法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。
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ロ募集型企画旅行契約
（1）この旅行は、株式会社ジャルツアーズ（以下「当社」という）が旅行を企画して実施するもので封入

この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結するこ

とになります。

（2）契約の内容・集件は、旅行パンフレット、ホームページ及び本旅行条件雷（以下「契約雷面」という）

のはか、出発前にお渡しする「旅程喪」と称する確定雷面（以下「旅程喪」という）及び当社旅行

業的歎募集型企画旅行奥約の部（以下「当社的歎」という）によります。

（3）当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その

他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」という）の捷供を受けることができるように、手配し、

旅程を管理することを引き受けます。

0鱒行のお申込み‾・事由∵∵：一誌∴∴∵∵．htハ
（1）所定の旅行申込雷（以下r申込雷」という）に所定事項を妃人の上、次に定める申込金を添えて

お申込みいただきます（なお、旅行パンフレット、ホームページにこれと異なる全縞の申込金の記載

がある場合は、その定めるところによります）。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは遭約全のそ

れぞれ一部又は全節として取り扱います。

旅 行 代 金 （お 1人 様 ） 申込 金

3 0 ．0 0 0円 未 満 6 ，0 0 0 円

3 0 ．0 0 0円 以 上 6 0 ，m 円末 瀾 1 2 ．0 0 0 円

6 0．00 0円 以 上 9 0 ，0 0 0 円未 満 1 8 ，0 0 0 円

9 0 ，∝旧円 以 上 旅 行 代 全 の2 0 ％

（2）当社及び旅行パンフレット鼻面の受託坂東欄に書己載された当社の受託旅行業者又は受託旅行

業審代理集書の営業所（以下「当社ら」という）は、t騒、郵便、ファクシミリ、インターネット、Eメー

ルその他の通信手段による奥約の予約を受付けます（受託旅行葉書によりこれらの取り扱いの一

部ができ机l場合があります）。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客機は、当社

らが予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込雷と申込金を提出していただきます（受

付は当社らの営業時間内とし、営業時間終了後に曽借したファクシミリ、Eメール尊は、翌営業日の

受付となります）。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社らは、予約がなかったもの

として取り扱います。

（3）通信奥釣により契約の繚結をと希望されるお客様との旅行条件は次のはか、第3項（2）、第13項（1）

及び第18項（2）によります。

①当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社（以下「捷携会社」という）のカード会員（以下「会

員」という）より所定の伝票への「会員の雷名なくして旅行代全や取消料等のお支払いを受ける」

ことを集件にrt臆、ファクシミリ、インターネット、Eメールその他の通信手段による旅行のお申込み」

を受けて契約を締結することがかJます（以上を「通信契約」といいます）。なお、受託旅行業著

により当鰊取り扱いができない場合や取り扱いができるカードの種類に制約がある場合がありま

す（所定の伝集に会員の雷名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約に

は該当せず、通常の契約になります）。

②通信契約のお申込みに際し、会員のお客様はお申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、

「旅行幣始日」尊に加えて「カード名」、「会員番号」、rカード有効期限」等を当社らにお申し出

いただきます。

lB当社による契約の解除（旅行開始後）
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③通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代全等の支払い又は

払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出

のあった日となります。

（参与借等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社ら

は通信契約を解除します。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代全のお

支払いをいただいた場合はこの限りではありません。なお、この期旧までにお支払いがないときは、

第14項（1）によります。

（4）お申込みの時点で満席、満室その他の嘉由により契約の締結の承諾が直ちにできない場合にお

いて、お客嬢が引き続き契約の締結を希望されるときは、当社らは、お客様の承諾を得て、当社らの

お客柑こ対する契約締結の承篤をお待ちいただける期限（以下「期限」という）をお客榛と確坊の

うえウェイテインク（予約待ち）のお客様として登録し、手配の完了に向けて努力することがかJます。

この鳩舎、当社らは、申込金と同額以上の全額の預り金を収受し、契約締結の承諾ができる（予

約が可能となる）状況になった場合は、契約締結を承縮する旨の通知（以下r承諾通知」という）

をするとともに、承賭通知をした時点において預り金を申込金に充当します。なお、「当社らの承諾

通知の前に、お客様よりウェイテインクのお客様としての萱録の撤回のお申し出があった場合」又

は「期限までに当社による禾諾通知ができなかった場合」は、預り金を全輌払戻します。

（5）本項（4）のウェイテインクのお客様の登録は、手配の完了を保証するものではありません。

0契約の成立時軒＿＿と■誉誓竺竺警禁慧禁慧
（1）お客様との契約は、当社らが契約の綺結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には、

次によります。

（D店頭及び当社らの外務員による坊間販売の場合は、当社らが奥約の締結を承麗し、当社らが

第2項（1）の申込金を受理した時。

②t陸幕による契約の予約の鳩舎は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算し

て3日白に当たる日までに当社らがお客様から第2項（1）の申込金を受理した時。

③第2項（4）のウェイテインクのお客様の場合は、当社らがお客機に承諾通知をし、当社らが預り

金を申込金に充当した時（なお、当社らの承諾通知の前に、お客様からウェイテインクのお客機

としての萱線の撤回のお申し出がない場合に限ります）。

（2）通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当

陪契約のお申込みを景常する旨の通知をインターネット、Eメール、ファクシミリ、留守番t醇等のt

子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到逢した時に成立します（お客

様がその内零を知り得る状況になった時をいい、お客様が内容を了知した時ではありません）。

0お申込み条件　　－‥∴言r二／二…く、二十
（1）未成年の方のみのご旅行の場合、保尊者（法定代理人）の同意雷が必要です。

（2）中学校入学前の方のみのご旅行の場合、当社は、お申込みをお断りすることがかはす。

（3）最少催行人員は、特に明示をしていない限り1名様（ただし、コースに1名機での参加ができない旨

の賽示がある増合は2名様）とします。

（4）ご参加にあたって特別の集件を定めた旅行については、蓼加書の性別、年齢、資格、技能その他

の集件が当社の指定する集件に合致し机、場合、お申込みをお節りすることがあります。

（5）身体に障書をお持ちの方、健鷹を書している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、介助者の同行、

霊椅子の手配等特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内


